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（評価書の要旨） 

テーマ名 官民連携の推進 担当課 

（担当課長名） 

官民連携政策課 

（課長：鈴木章一郎） 

評価の目的、 

必要性 

政府全体の取組として、「PPP/PFI 推進アクションプラン」（平成 28

年（2016 年）5月 18 日民間資金等活用事業推進会議（総理が会長、全

閣僚が委員）決定）が策定され、公共施設等運営権制度（コンセッショ

ン）の活用、収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収する

収益型事業の推進、公的不動産の利活用事業など、多様な PPP/PFI の

取組を通じ、10 年間（平成 25 年（2013 年）～平成 34 年（2022 年））

で 21 兆円の PPP/PFI の事業規模の達成を目指すという目標が新たに

掲げられた。これは、同期間で 12 兆円規模であった従来の目標を大き

く上回るものである。 

このような状況の中、公共事業の大宗を占める国土交通省所管事業

についても官民連携を一層強力に推進する必要があるため、国土交通

省の官民連携政策を点検・評価し、官民連携政策の一層の推進に向け

た課題の抽出、今後の基本的方向性の提示を行う。 

対象政策 これまで我が国の国土交通省分野において実施されてきた「官民連

携」は様々であり、公共交通等の公共サービスの民営化から、社会資

本整備への民間資金・ノウハウの活用に至るまで、幅広に捉えられる

ものである。 

今般、政府が策定した「PPP/PFI 推進アクションプラン」等による官

民連携は、「公共施設等の整備・運営に民間の資金や創意工夫を活用す

ること」により「新たなビジネス機会を拡大し、地域経済好循環を実

現するとともに、公的負担の抑制を図り、国及び地方の基礎的財政収

支の 2020 年度までの黒字化を目指す経済・財政一体改革に貢献」と位

置付けられている。 

今回の対象政策については、政府として進めている「PPP/PFI 推進ア

クションプラン」等に基づく各政策のうち、国土交通省所管の社会資

本整備に係る多様な官民連携に関する導入調査をはじめとする官民連

携政策課の政策とする。具体的には、地方公共団体等の取組を直接支

援する先導的官民連携支援事業に焦点を絞って、分析、評価すること

とする。 

政策の目的 先導的官民連携支援事業の目的は、国土交通省所管の社会資本整備

に係る多様な官民連携をより一層推進することであり、具体的には、

支援した地方公共団体等での案件形成を推進するとともに、今後

PPP/PFI 手法の導入を検討する地方公共団体等のモデルとなることを

目指している。 

評価の視点 「PPP/PFI 推進アクションプラン」の数値目標を踏まえつつ、政策が 

・地方公共団体等のニーズに即したものとなっているか 

・PPP/PFI 事業化に向けて必要十分なものとなっているか 

といった点から評価する。 



評価手法  過年度（平成 23 年度（2011 年度）～平成 27 年度（2015 年度））の

支援の分析及びこれまでの調査やヒアリングの分析を通じて、PPP/PFI

を推進するに当たっての課題を整理する。 

評価結果 先導的官民連携支援事業については、平成 23 年度（2011 年度）から

平成 27 年度（2015 年度）まで、計 111 件の案件に対して支援を実施し

てきており、49 件が PPP/PFI 手法により事業化している。49 件のう

ち、発注金額等が明らかとなっている 30 件について事業規模を概算す

ると、計 1,481 億円となっている。また、一定程度、横展開も図られ

ている。 

一方、アンケート等を踏まえた先導的官民連携支援事業の分析、地

域プラットフォーム等における関係者の指摘から、PPP/PFI 推進に係

る課題については、以下のとおり整理できる。 

○政府全体の課題 

・PPP/PFI のメリットに対する理解が不十分 

・専門知識等が不足している 

・事務負担が大きい 

・住民、地元企業、議会への対応 

・民間の優れたアイデアの募集と公平性の確保 

○官民連携政策課の課題 

・他の地方公共団体への横展開 

・知識・ノウハウの整理 

・先導的官民連携支援事業のフォローアップの強化 

政策への 

反映の方向 

 

・先導的官民連携支援事業の課題を踏まえ、その運用の改善を図ると

ともに、地域プラットフォーム（ブロックプラットフォーム）も活

用しつつ横展開の手法を効果的なものに改善していく必要がある。 

・また、地域プラットフォーム等において指摘されている PPP/PFI 推

進に係る課題に対応するため、新たな取組として、先進自治体公務

員の活用、マニュアル・ガイドの作成、知識、事例等の体系的整理等

に取り組む必要がある。これらの取組の成果については、地域プラ

ットフォーム（ブロックプラットフォーム）等を活用して幅広い関

係者への共有を図る必要がある。 

第三者の 

知見の活用 

・国土交通省政策評価会における本テーマに対する意見及び個別指導

の際の助言等を活用する。 

・地域プラットフォームの有識者の意見等も活用する。 

実施時期 平成 27 年度（2015 年度）～平成 28 年度（2016 年度） 
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第 1章 評価の概要 

１．評価の目的、必要性 

我が国の PPP/PFI1政策は、「PPP/PFI 推進アクションプラン」（平成 28 年

（2016 年）5 月 18 日民間資金等活用事業推進会議決定）に基づき、関係府

省庁が連携して取り組んでいる。 

同アクションプランにおいては、①公共施設等運営権制度を活用した PFI

事業（コンセッション事業）、②収益施設の併設・活用など事業収入等で費

用を回収する PPP/PFI 事業（収益型事業）、③公的不動産の有効活用を図る

PPP 事業（公的不動産利活用事業）及び④その他の PPP/PFI 事業（サービス

購入型 PFI 事業、指定管理者制度等）の 4つの事業類型毎に事業規模目標が

設定され、平成 25 年度（2013 年度）から平成 34 年度（2022 年度）までの

10年間で、計21兆円の事業規模の達成を目指すこととされている。これは、

同期間で 12 兆円であった従来の目標を大きく上回るものである。 

このような状況の中、公共事業の大宗を占め、PFI 事業においても多くの

実績を上げてきている国土交通省所管事業について、官民連携を一層強力に

推進する必要があるため、国土交通省の官民連携政策を点検・評価すること

で、官民連携政策の一層の推進に向けた課題を抽出し、今後の施策に反映さ

せる必要がある。 
 

２．対象政策 

これまで我が国の国土交通省分野において実施されてきた「官民連携」は

様々であり、日本国有鉄道、道路関係四公団の民営化等公共サービスの民営

化から、社会資本整備等における民間資金・ノウハウの活用に至るまで、幅

広に捉えられるものである。 

そのため、これまでの PPP/PFI に係る政府としての取組、更には、その中

で国土交通省が果たしてきた役割について振り返った上で、本レビューの対

象政策については、「PPP/PFI 推進アクションプラン」に基づく各政策のう

ち、国土交通省所管の社会資本整備に係る多様な官民連携に関する導入調査

をはじめとする官民連携政策課の政策とする。具体的には、地方公共団体等

の取組を直接支援する先導的官民連携支援事業に焦点を絞って、分析、評価

することとする。 

 

 

                                                   
1 PPP：Public-Private-Partnership（官民連携）の略。 

PFI：Private-Finance-Initiative の略で、民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）

を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事

業の手法をいう（内閣府 HP より。）。 
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３．評価の視点 

「PPP/PFI 推進アクションプラン」において、数値目標を踏まえつつ、政

策が、 

・地方公共団体等のニーズに即したものとなっているか 

・PPP/PFI 事業化に向けて必要十分なものとなっているか 

といった観点から評価する。 
 

４．評価手法 

先導的官民連携事業等の分析、これまで実施してきた調査やヒアリングの

分析を通じて、官民連携を推進するに当たっての課題を整理し、今後取り組

むべき方向性を提示する。 

 

５．第三者の知見の活用 

平成 28 年（2016 年）4 月に第 38 回国土交通省政策評価会を、平成 28 年

（2016 年）10 月には第 39 回国土交通省政策評価会を実施し、上山信一座長

（慶應義塾大学総合政策学部教授）及び政策評価会担当委員 2名（加藤浩徳

委員（東京大学大学院工学系研究科教授）及び村木美貴委員（千葉大学大学

院工学研究科建築・都市科学専攻教授））には個別指導をいただき、政策レ

ビューの方法、内容等について助言をいただいた。 
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第２章 官民連携政策 

 
１．「官民連携」の定義 

 これまで我が国において実施されてきた「官民連携」（PPP/PFI）は様々で

あり、日本国有鉄道、道路関係四公団の民営化等公共サービスの民営化から、

社会資本整備等における民間資金・ノウハウの活用に至るまで、幅広に捉え

られるものである。 
 

 
 

民間資金・ノウハウの活用の手法としても、PFI の他に指定管理者制度、

包括的民間委託、公的不動産（PRE）の利活用など様々なものがある。 
  

 
 

２．官民連携政策課の施策の位置付け 

（１）政府として進めている官民連携 

PPP/PFI に係る政府方針としては、「PPP/PFI 推進アクションプラン」

（平成 28 年（2016 年）5 月民間資金等活用事業推進会議決定）が策定さ

れている。 

１．のとおり、PPP/PFI は非常に幅広い概念であるが、同アクションプ

＜官民連携による社会資本整備＞

【交通事業者・施設管理者】【国・地方公共団体における公共
施設等の整備・管理等】

（例）
・指定管理
（包括的民間委託を含む）
・公的不動産の利活用
・PFI（BTO,BOT,コンセッション等）
・市街地再開発事業等のまちづくり
・観光等の拠点づくり 等

（例）
・JR
・NEXCO 等

＜民営化＞＜公営＞
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ランにおいては、PPP/PFI を、①公共施設等運営権制度を活用した PFI 事

業（コンセッション事業）、②収益施設の併設・活用など事業収入等で

費用を回収する PPP/PFI 事業（収益型事業）、③公的不動産の有効活用

を図る PPP 事業（公的不動産利活用事業）及び④その他の PPP/PFI 事業

（サービス購入型 PFI 事業、指定管理者制度等）の 4類型に分類してお

り、その中でも、「新たなビジネス機会を拡大するとともに、公的負担

の抑制を図り、経済・財政一体改革を推進するためには、様々な分野の

公共施設等の整備・運営に PPP/PFI を活用することが必要であり、とり

わけ民間の経営原理を導入するコンセッション事業を活用することが重

要である」としている。 

ここでは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）施行後から

現在に至るまでの我が国政府における取組を概観するとともに、国土交

通省が果たしてきた役割を整理する。 

 

PPP/PFI 年表 

 
 

ア．政府全体のこれまでの取組 

我が国の政策において初めて PFI が検討されたのは、平成 8 年（1996

年）に財政制度等審議会財政構造改革特別部会海外調査報告の中で、財

政再建の取組の一つとして、英国の PFI が紹介されたことによる。その

後、検討が進められ、平成 11 年（1999 年）7月に、議員立法として民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年

政府全体の動き 国交省の動き

◦PFI法制定

◦PFI推進委員会発足

◦PFI法基本方針策定

◦常陸那珂港北ふ頭公共コンテナターミナル施設整備
 及び運営管理事業基本方針公表（PFI第1号）

平成13年
◦PFI法改正
　・行政財産の貸付に関する特例措置

　・公共施設等の管理者等の範囲の拡大

平成14年 ◦中央合同庁舎7号館整備等事業基本方針公表（国交省PFI第1号）

平成15年
◦地方自治法改正
　・指定管理者制度の創設

平成17年
◦PFI法改正
　・行政財産の貸付の拡大

平成18年
◦競争の導入による公共サービスの改革に関する法律制定
　・市場化テストの導入

平成23年

◦PFI法改正
　・公共施設等運営権方式の導入

　・対象施設の拡大

　・民間事業者による提案制度の創設

◦官民連携政策課創設
◦関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置
 及び管理に関する法律制定
　・関空・伊丹におけるコンセッション事業導入のための措置

◦「PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン」策定
　・事業規模目標12兆円

◦PFI法改正
　・株式会社民間資金等活用事業推進機構の設立

◦PFI法改正
　・公共施設等運営権者への公務員の退職派遣制度の創設

◦「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための
 指針」策定

平成28年
◦「PPP/PFI推進アクションプラン」策定
　・事業規模目標21兆円

　 ・コンセッション事業における重点分野及び目標の設定

◦仙台空港におけるコンセッション事業開始
◦関空・伊丹におけるコンセッション事業開始
◦愛知県道路公社におけるコンセッション事業開始

平成11年

平成12年

平成25年

平成27年

◦民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律制定
　・国管理空港及び地方管理空港におけるコンセッション事業導入のための措置

◦国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を
 改正する法律制定
　・公社管理有料道路におけるコンセッション事業導入のための措置

◦但馬空港におけるコンセッション事業開始
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法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）が制定され、同年 9 月に施行

された。 

PFI 第 1 号案件は、茨城県による「常陸那珂港北ふ頭公共コンテナター

ミナル施設整備及び運営管理事業」であり、平成 12 年（2000 年）3 月に

実施方針が公表された。その後、平成 27 年度（2015 年度）までに計 527

件の PFI 事業が実施されている。一時実施件数が落ち込んだものの、平

成 25 年（2013 年）頃から増加傾向にある。 

 
PFI 事業の実施状況 

 

【累計】 

 
【各年】 

 

（平成28年3月31日現在）
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①PFI 法の改正 

PFI 法については、平成 11 年（1999 年）の制定後、平成 13 年（2001

年）、平成 17 年（2005 年）、平成 23 年（2011 年）、平成 25 年（2013

年）及び平成 27 年（2015 年）に一部改正されている。各改正の主な

内容は、以下のとおりである。 

ⅰ）平成 13 年（2001 年）改正 

・行政財産の貸付に係る特例措置の創設 

・公共施設等の管理者等の範囲の拡大 

ⅱ）平成 17 年（2005 年）改正 

・行政財産の貸付に係る特例措置の拡大 

ⅲ）平成 23 年（2011 年）改正 

・公共施設等運営権方式の導入 

・対象施設の拡大 

・民間事業者による提案制度の導入 

ⅳ）平成 25 年（2013 年）改正 

・株式会社民間資金等活用事業推進機構の設立 

ⅴ）平成 27 年（2015 年）改正 

・公共施設等運営権者への公務員の退職派遣制度の創設 

 

②その他の法律改正 

平成 15 年（2003 年）には、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

の一部改正により、指定管理者制度が創設された。これにより、地

方公共団体、地方公共団体の出資法人等に限定されていた公の施設

の管理主体について、法人その他の団体であれば特段の制限を設け

ないこととされ、広く民間事業者等に解放されることとなった。 

更に、平成 18 年（2006 年）には、競争の導入による公共サービス

の改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）が制定され、市場化

テストが導入された。 
 

③近年の政府方針 

・「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」、「PPP/PFI 推

進アクションプラン」 

平成 25 年（2013 年）に策定された「PPP/PFI の抜本改革に向け

たアクションプラン」（民間資金等活用事業推進会議決定）におい

ては、これまでの PFI の多くが公共施設等の管理者等が税財源か

ら「延べ払い」で支払う方式であったことを踏まえ、できるだけ税

財源に頼ることなく、かつ、民間にとっても魅力的な事業を推進す

ることにより、民間投資を喚起し、必要なインフラ整備・更新と地

域の活性化、経済成長につなげていくことが必要であるとされてい

る。 

具体的には、平成 25～34 年度（2013～2022 年度）で 10～12 兆
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円規模の PPP/PFI 事業を目指すこととし、①公共施設等運営権制

度を活用した PFI 事業（コンセッション事業）、②収益施設の併設・

活用など事業収入等で費用を回収する PPP/PFI 事業（収益型事業）、

③公的不動産の有効活用を図る PPP 事業（公的不動産利活用事業）

及び④その他の PPP/PFI 事業（サービス購入型 PFI 事業、指定管理

者制度等）の 4類型の事業を重点的に推進することとし、類型毎に

事業規模目標及びその推進のための具体的取組が示された。 

平成 28 年（2016 年）には、事業規模目標を見直すとともに、新

たな課題に対する施策を充実させ、更に、新たな成長分野へのコン

セッション事業の活用拡大を図るべく、「PPP/PFI 推進アクション

プラン」が策定された。同アクションプランにおいては、事業規模

目標 21 兆円（平成 25～34 年度（2013～2022 年度））とともに、

コンセッション事業について、事業規模 7兆円、重点分野毎の目標

（空港 6件（平成 26～28 年度（2014～2016 年度））、水道 6件（平

成 26～28 年度（2014～2016 年度））、下水道 6件（平成 26～28 年

度（2014～2016 年度））、道路 1件（平成 26～28 年度（2014～2016

年度））、文教施設 3 件（平成 28～30 年度（2016～2018 年度））

及び公営住宅23 件（平成 28～30 年度（2016～2018 年度））が設定

されたところであり、目標の実現に向けて取組を進めているところ

である。 

また、「日本再興戦略 2016‐第 4 次産業革命に向けて‐」（平

成 28 年（2016 年）6 月 2日閣議決定）及び「経済財政運営と改革

の基本方針～600 兆円経済への道筋～」（平成 28 年（2016 年）6月

2日閣議決定）においても、同アクションプランの内容が位置付け

られている。 
 

                                                   
2 公営住宅については、コンセッション事業の他、収益型事業又は公的不動産利活用事業

を含めての目標設定となっている。 
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現時点の進捗状況としては、事業規模については、90,894 億円（平

成 25～27 年度（2013～2015 年度））、コンセッション事業について

は、平成 28 年（2016 年）12 月末時点で、空港 7 件、水道 2 件、下

水道 4 件、道路 1 件及び公営住宅 4 件となっている。事業規模の類

型毎の実績は、下表のとおりとなっている。 

 
 

ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（概要）

・ 平成２５、２６年度の実績をフォローアップし、新たな事業規模目標を設定
・ コンセッション事業等の重点分野に文教施設及び公営住宅を追加
・ 時間軸を定め、担当府省を明確にした具体的施策

改定のポイント

ＰＰＰ／ＰＦＩ推進のための施策

○コンセッション事業の具体化のため、３年間の
集中強化期間の重点分野及び目標の設定

・同事業に発展し得る事業類型を含めた目標設定
・複数施設の運営を一括して事業化する「バンドリ
ング」の推進

・コンセッション事業推進のディスインセンティブと
なる制度上の問題の解消

○将来的にコンセッション事業に発展し得る収益
型事業について、人口20万人以上の地方公共
団体で実施を目指す

（１）コンセッション事業の推進

○地域プラットフォームを通じた案件形成の推進

・平成30年度末までに、人口20万人以上の地方公
共団体を中心に全国で地域プラットフォームを47
以上形成

・地域プラットフォームを活用した民間提案の仕組
みの検討

・案件形成につながる継続的な運営を前提とした
地域プラットフォームの形成支援

・モデル事例等をまとめた運用マニュアルの作成

○PFI推進機構の資金供給機能や案件形成のた
めのコンサルティング機能の積極的な活用

（３）地域のＰＰＰ／ＰＦＩ力の強化

○優先的検討規程の策定と的確な運用

・平成28年度末までに、全ての人口20万人以上の
地方公共団体等において優先的検討規程を策定

・実効ある運用のための手引の策定や支援事業の
実施

・運用フォローアップと適正化、優良事例の横展開
・上下水道の重点分野における優先的検討の参考
となるガイドラインの策定

○公的不動産利活用事業について、人口20万人
以上の地方公共団体で平均２件程度の実施を
目指す

（２）実効ある優先的検討の推進

ＰＤＣＡサイクル 毎年度のフォローアップと事業規模や施策の進捗状況の「見える化」、アクションプランの見直し

コンセッション事業
等の重点分野

空港【６件】、水道【６件】、下水道【６件】、道路【１件】 （平成２６～２８年度）

文教施設 【３件】 （平成２８～３０年度）

公営住宅※ 【６件】 （平成２８～３０年度） ※収益型事業や公的不動産利活用事業も含む。

２１兆円（平成２５～３４年度の１０年間） 現行目標は１０～１２兆円

（コンセッション事業：７兆円、収益型事業：５兆円、公的不動産利活用事業：４兆円、その他の事業：５兆円）

事業規模目標

新たなビジネス機会の拡大、地域経済好循環の実現、公的負担の抑制 経済財政一体改革への貢献
2020年度までの基礎的財政収支の黒字化に寄与
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イ．国土交通省が果たしてきた役割 

国土交通省が自ら実施した PFI 第 1 号案件は、「中央合同庁舎 7 号

館整備等事業」であり、平成 14 年（2002 年）6月に実施方針が公表さ

れ、平成 20 年（2008 年）1月に供用が開始された。その後、事務庁舎

等、空港などで件数を積み重ね、平成 27 年度（2015 年度）までに 31

件3の PFI 事業を実施してきている。 

この他、所管分野についても、地方公共団体等において多くの PFI

事業が実施されてきている。 

これまでの PFI 事業の分野別、主体別の実施状況をまとめたものが

次表であり、国土交通省は、自ら数多くの PFI 事業を実施するととも

に、所管分野においても実績を上げてきている。 

  

                                                   
3 国土交通省が単独で実施した事業のほか、他の主体と共同で実施した事業を含む。 
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表 PFI 事業の実施状況（分野別、主体別） 
 

 
 

更に、国土交通省においては、重点分野におけるコンセッション事

業の導入のため、以下の立法措置を講じてきた。 

 

ⅰ）関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管

理に関する法律（平成 23 年法律第 54 号） 

関空・伊丹におけるコンセッション事業導入のための措置 

ⅱ）民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律（平成

25 年法律第 67 号） 

国管理空港・地方管理空港におけるコンセッション事業導入のた

めの措置 

ⅲ）国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法

律（平成 27 年法律第 56 号） 

公社管理有料道路におけるコンセッション事業導入のための措置 

 

これにより、但馬空港、仙台空港、関西国際空港及び大阪国際空港

並びに愛知県道路公社において、コンセッション事業が開始されてい

るところであり、政府として特にその活用が重要であると位置付けて

※国交省が他の主体と共同で実施したものについても、国交省としてカウントしている。 出典：内閣府資料を元に国土交通省作成

国合計 うち国交省※ うち他省庁

事務庁舎等 22 19 3 25 39 2 88

空港 7 7 0 1 0 0 8

道路 2 2 0 4 5 1 12

公園 1 1 0 5 5 0 11

防災施設 1 1 0 1 0 0 2

公営住宅等 0 0 0 8 24 0 32

下水道施設 0 0 0 2 10 0 12

市街地再開発等 0 0 0 1 4 0 5

港湾施設 0 0 0 2 1 0 3

道の駅 0 0 0 0 3 0 3

その他 1 1 0 0 0 0 1

計 34 31 3 49 91 3 177

宿舎 25 0 25 1 1 2 29

計 25 0 25 1 1 2 29

文教施設 0 0 0 11 113 37 161

文化施設 2 0 2 4 15 0 21

計 2 0 2 15 128 37 182

廃棄物処理施設 0 0 0 3 28 0 31

浄化槽 0 0 0 0 18 0 18

計 0 0 0 3 46 0 49

福祉施設 0 0 0 6 14 0 20

水道施設 0 0 0 8 4 0 12

斎場 0 0 0 0 12 0 12

医療施設 0 0 0 8 3 3 14

保健衛生施設 0 0 0 2 0 0 2

計 0 0 0 24 33 3 60

行刑施設 5 0 5 0 0 0 5

商・工業振興施設 0 0 0 3 4 0 7

消防施設 0 0 0 2 4 0 6

農業振興施設 0 0 0 2 3 0 5

漁港・水産業振興施設 0 0 0 0 2 0 2

その他 3 0 3 0 2 0 5

69 31 38 99 314 45 527計

国
土
交
通

財
務
文

部

科

学

環
境

厚
生
労
働

そ
の
他

分
野

計③市区町村等種類
①国

②都道府県
④特殊法人
その他の
公共法人
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いるコンセッション事業についても、先進的に取り組んでいるところ

である。 
 

図 「PPP/PFI 推進アクションプラン」重点分野毎の目標と達成状況 

 

 
※平成 28 年（2016 年）12 月末時点 

 

（２）官民連携政策課の施策の位置付け 

PPP/PFI についての政府全体の取組については、（１）のとおりであるが、

内閣府民間資金等活用事業推進室が取り纏め役を担っている。国土交通省

は、地方支分部局も有効に活用しつつ、内閣府民間資金等活用事業推進室

と連携して、地域プラットフォームの運営等にあたっている他、所管分野

について PPP/PFI を推進する役割を担っている。 

 

国土交通省の中でも、官民連携政策課は、省内の取りまとめ役として、

地域プラットフォームの形成促進、先導的な官民連携事業の導入促進など、

仕組みづくりから調査段階における支援を実施しており、各局は、その後

の事業実施段階における支援を実施している。 
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３．官民連携政策課の施策 

２．（２）のとおり、官民連携政策課においては、仕組みづくり・基本構

想策定段階から調査段階に至るまでの支援を実施している。具体的には、共

通課題の調査として「①官民連携事業の推進に関する検討調査（国土交通省

による直轄調査）」、仕組みづくりとして「②地域における PPP 推進の包括

的枠組み支援の検討調査（地域プラットフォーム）」を実施するとともに、

個別案件の支援として、「③先導的官民連携支援事業（地方公共団体による

調査への補助）」等を実施してきている。 
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①官民連携事業の推進に関する検討調査（国土交通省による直轄調査） 

  PPP/PFI の検討に着手しようとする地方公共団体を念頭に、官民連携

のあり方・手法、官民対話、官民のリスク分担など検討段階における調

査を主に実施してきた。平成 23 年度（2011 年度）から平成 27 年度（2015

年度）にかけて、計 46件の調査を実施している。これまでに実施した調

査一覧は、下表のとおりである。 

 
表 これまでの直轄調査一覧 

 
  

年度

官民連携による大規模災害への防災・減災対策推進のための課題検討業務

官民連携によるＭＩＣＥ施設を核としたエリア開発のあり方検討業務

地方公共団体における官民連携推進に係る隘路の解決に向けた検討業務

官民連携事業の導入円滑化のための情報整備方策等検討業務

独立採算型等の官民連携事業におけるリスク・ヘッジ手法検討業務

地域公共交通における官民連携方策検討業務

公的不動産の有効活用等による官民連携事業のあり方検討業務

官民連携による公共施設整備・運営のための民間保有資金等の活用方策検討業務

公共の貨物取扱施設における官民連携事業の円滑化に向けた手法検討業務

混合型公共施設等運営事業のあり方検討業務

官民連携事業導入のための公共側ニーズと民間側シーズのマッチング方策検討業務

公共施設等運営事業等における経営面の課題に関する検討業務

公共施設等運営事業等におけるリスク分担等に関する検討業務

官民連携事業における適正な付帯事業の範囲検討業務

官民連携事業による複数公共施設の包括マネジメントの効果検討業務

H27

公共施設等運営事業における官民間の適切な役割（リスク）分担等のあり方検討業務

民間収益施設の併設・活用等による官民連携事業のあり方検討業務

官民連携事業の導入検討プロセスにおける情報整備手法等検討業務

官民連携事業における株式・資産等の流動化に係る方策検討業務

官民連携事業に係る政策動向・市場環境等についての調査業務

官民連携事業の推進に係る事務遂行力の向上支援方策に関する検討業務

人材・ノウハウの活用等による官民連携事業の導入支援方策検討業務 

H26

公共施設等運営事業における適切な管理のためのモニタリング等のあり方検討業務

官民連携事業を促進するための官民間の対話・提案に関する方策検討業務

官民連携事業における所有と経営等の適正なバランスの確保に係る方策検討業務

官民連携事業効果に係る情報整備手法に関する検討業務

官民連携事業の推進及び地域活性化に資する多様な投資等のあり方等検討業務

先導的な官民連携事業手法の地域普及に向けた方策等検討業務

H25

官民連携事業における付帯事業収益の有効活用方策検討業務

震災復興のための官民連携による公共施設整備と面整備の包括マネジメント方策検討業務

官民連携事業における民間資金調達の円滑化に向けた手法検討業務

震災復興における災害公営住宅の管理・運営に係る官民連携方策のあり方検討業務

官民連携による震災復興に係る公共施設の広域的整備・運営手法検討業務
H24

公共施設等運営権制度の活用に係る検討業務

先進的な持続可能まちづくり実現のためのプロジェクトマネジメント方策検討業務

公的機能を備えた民間施設の整備・運営における官民間の協定等のあり方検討業務

多様な民間事業者の公共施設等運営権活用事業への参入促進検討業務

官民連携による防災・減災対策に資するエリア開発のあり方検討業務

官民連携による公共施設の集約化・再配置のあり方検討業務

公共施設の老朽化対策・長寿命化に資する包括的民間委託のあり方検討業務

地域金融機関と連携し地域の活性化を図る官民連携事業に係る課題検討業務

国土交通分野における官民連携事業の成立要件検討業務

業務名

民間主導による官民連携事業における官民のニーズマッチングに関する検討業務

企画段階から民間の能力を活用する官民連携手法に関する検討業務

官民連携による事業計画企画・立案手法に関する検討業務

H23

官民連携による展示場の整備・運営検討

コンセッション制度の創設

に伴い、コンセッション事業

における経営面の課題や

リスク分担等の調査を実施

東日本大震災の発生に伴

い、震災復興に資する官民

連携事業等の調査を新た

に実施

中央自動車道笹子トンネ

ル天井板落下事故の発生

を受け、公共施設の老朽

化対策・長寿命化等の調

査を新たに実施

PFI実施件数が増加傾向と

なる中、更にPPP/PFIを推進

するべく、これまでの直轄

調査等で明らかとなった人

材・ノウハウ不足という課

題への対応に係る調査を

新たに実施
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これまで、その時点において考えられる課題の検証、方策の検討等の

ために、直轄調査を実施してきている。平成 23 年度（2011 年度）から平

成 26 年度（2014 年度）までは、PPP/PFI を巡る外部環境の変化に対応し

たテーマを調査している。具体的には、平成 23 年度（2011 年度）は、PFI

法の改正（公共施設等運営権制度の創設）に伴い、コンセッション事業

における経営面の課題やリスク分担等の調査を実施した。コンセッショ

ン事業については、以後毎年、その時点で明らかとなった課題について

調査を実施してきている。平成 24 年度（2012 年度）は、東日本大震災の

発生に伴い、震災復興に資する官民連携事業等の調査を新たに実施した。

中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故の発生を受け「社会資本メン

テナンス元年」と位置付けた平成 25 年度（2013 年度）は、公共施設の老

朽化対策・長寿命化等に係る PPP/PFI の活用手法に関する調査を新たに

実施した。 

平成 26 年度（2014 年度）以降は、PFI 実施件数が増加傾向にある中で、

PFI 推進上の課題について主に扱ってきている。具体的には、平成 26 年

度（2014 年度）は、前年度に実施した「地方公共団体における官民連携

推進に係る隘路の解決に向けた検討業務」において、人材・ノウハウの

不足が課題として浮き彫りになったことを踏まえ、更に PPP/PFI の推進

を図るべく「人材・ノウハウの活用等による官民連携事業導入支援方策

検討業務」及び「官民連携事業の推進に係る事務遂行力向上支援方策に

関する検討業務」を新たに実施し、後述の地域プラットフォーム、地域

サポーターといった新たな施策を立案している。また、平成 26 年度（2014

年度）の「官民連携事業を促進するための官民間の対話・提案に関する

方策検討業務」を踏まえ、2016 年（平成 28 年）10 月に「PPP 事業におけ

る官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド」を策定・公表し

たところである。 
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②地域における PPP 推進の包括的枠組み支援の検討調査（地域プラットフ

ォーム） 

  地方公共団体及び民間事業者における情報・ノウハウの不足及び官民

間の対話・提案の場の不足等の現状を踏まえて、PPP/PFI に関する情報・

ノウハウの共有・習得、関係者間の連携強化を通じて案件形成を図るた

めの産官学金の協議の場（地域プラットフォーム）を形成することとし、

平成 27 年度（2015 年度）より取り組んでいる。 
 

 

 
 

  北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州・沖縄

の全国９ブロック毎に設置している地方ブロックプラットフォームにつ

いては、内閣府と協働して運営を行っており、PPP/PFI に関する優良事

例の普及、情報・ノウハウ等の横展開を促進しており、コアメンバー会

議とセミナーで構成されている。コアメンバー会議は、「地方ブロック

プラットフォームの円滑な事業実施・運営を確保する」ことを目的とし、

ブロック毎に数十団体が参画し、幅広い意見交換を実施するとともに、

セミナーのテーマなどについて議論を行っている。セミナーは、「案件

形成のための意見交換、情報・ノウハウの横展開を図る」ことを目的と

し、国の取組や先進自治体の事例紹介等を実施している。平成 29 年（2017

年）3 月までに、コアメンバー会議を 25 回、セミナーを 12 回開催して

おり、セミナーについては累計 2,070 名程度の参画を得ているところで

ある。 
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また、平成 27 年度（2015 年度）の地域プラットフォームの活動の中

で、PPP/PFI 推進のためには、「首長の発意によるトップダウンの取組が

必要である」、「首長レベルでの意見交換会を実施してほしい」といった

意見が聞かれたことを受け、平成 28 年度（2016 年度）からは、首長意見

交換会を開催し、各地の首長が官民連携に積極的に取り組む姿勢を発信

し、地域における PPP/PFI の推進を図っている。 
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地方公共団体を単位とする地域プラットフォームについては、地方

公共団体が自律的・継続的に PPP/PFI 事業を生み出す仕組みを構築

し、多種多様な PPP/PFI 事業を形成することを目的としており、具体

的な PPP/PFI 事業の掘起し・形成を通じて、事業形成までの実際のサ

イクルを関係者に経験してもらうものである。平成 29 年（2017 年）2

月現在において支援している地域プラットフォームは、21 地域となっ

ている。 
 

③先導的官民連携支援事業 

支援した地方公共団体等での案件形成を促進するとともに、今後

PPP/PFI 手法の導入を検討する他の地方公共団体等のモデルとなること

を目的として、先導的な PPP/PFI 手法を検討する地方公共団体等に対

し、導入可能性調査に係る財政的支援を実施するものである。平成 23

年度（2011 年度）から平成 27 年度（2015 年度）まで、計 111 件支援

してきている。支援事業は、下表のとおりである。 
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平成23年度 先導的官民連携支援事業 平成25年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先

No. 実施主体 調査名 No. 実施主体 調査名

1 府中市（東京都） 道路施設包括管理検討事業 1 倶知安町（北海道） 観光投資を呼び込む国際リゾート地形成推進検討調査

2 浜松市（静岡県）
公共下水道における包括的民間委託・公共施設等運
営権検討事業

2 弘前市（青森県）
下水道資源を活用した水素製造・販売・供給体制整備
検討調査

3 豊橋市（愛知県）
「持続的発展が可能な環境先進都市づくり」に貢献する
バイオガス(消化ガス)の精製・都市ガス導管注入事業

3 川越市（埼玉件） 川越駅西口新拠点形成官民連携手法検討調査

4 大阪府
民間事業者と連携した持続可能な泉北ニュータウン再
生手法検討事業

4 鎌倉市（神奈川県） 鎌倉市‘地域経営型PPP’検討調査

5 大阪市（大阪府）
大阪城公園パークマネジメント事業及び「もと市立博物

館」等の民間活用事業
5 大磯町（神奈川県）

大磯町における景観・観光資源の再生・利活用検討調

査

6 箕面市（大阪府）
箕面駅前第一駐車場・駐輪場再整備に係る官民連携
調査検討事業

6 長野県道路公社
新和田トンネル有料道路の維持改良の包括マネジメン
ト検討調査

7 奈良県道路公社 第二阪奈有料道路の維持管理の包括マネジメント 7
美濃加茂市（岐阜
県）

美濃加茂市かわまちづくり地域活性化官民連携手法検
討調査

8 阿南市（徳島県）
改正ＰＦＩ法に基づく公共施設等運営事業方式を採用す
る緊急避難施設兼ねた全天候型の屋内スポーツ施設

8 下呂市（岐阜県） 森林・林業と連携した道路ネットワーク化検討調査

9
北九州市（福岡
県）

西豪州/北九州市間における下水処理水輸出事業 9 静岡県
富士山を繋ぐ道”楽しく使い・賢く守る”包括的マネジメ
ント検討調査

10 佐賀県 有明佐賀空港の民間運営委託検討調査 10 浜松市（静岡県）
浜松駅周辺公共施設に係る公共施設等運営事業の導

入可能性検討調査

11 長崎県 長崎港における埠頭運営会社検討事業 11 愛知県
道路整備特別措置法に基づく有料道路事業に関する
検討調査

12 名古屋市（愛知県） 久屋大通再生のための官民連携手法検討調査

平成24年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先 13 西尾市（愛知県） サービスプロバイダ方式のＰＦＩ実現可能性検討調査

No. 実施主体 調査名 14 滋賀県
県・市・民間連携による連鎖型観光・にぎわい機能整備
手法検討調査

1 青森県 青森空港における公共施設等運営権検討調査 15 大阪市（大阪府）
下水道管路における官民連携導入可能性に関する検
討調査

2 宮城県
仙台空港活性化・空港周辺地域開発に関する検討調

査
16 神戸市（兵庫県）

協創による神戸都心の地下公共空間有効活用検討調

査

3 古河市（茨城県）
古河鍛治町「まちなか蔵＋道路空間」創造的運営管理
事業調査

17 川西市（兵庫県） 低炭素型複合施設建設におけるPPP導入可能性調査

4 佐野市（栃木県） 佐野インランドポート事業計画等調査 18 境港管理組合 境港におけるみなとを核とした官民連携手法検討調査

5 川越市（埼玉県） 歴史的･文化的建築物の再生･利活用事業調査 19 下関市（山口県）
下関港における戦略的な港湾機能強化方策に関する
検討調査

6
鎌倉市（神奈川
県）

深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業民活手法検討調
査

20 香川県 高松空港運営権委託導入検討調査

7 静岡県 富士山静岡空港経営体制検討調査 21 北九州市（福岡県）
河川上部空間を活用した旦過市場の再整備に係る検

討調査

8 函南町（静岡県） 函南町地域活性化・交流・防災拠点整備事業調査 22 大牟田市（福岡県） 産業遺産を核とした交流拠点整備に関する検討調査

9 大阪府 自律的ＰＰＰ組織を活用したまち再生手法の検討調査 23 東川町（北海道） 官民連携による道路の観光資源化活用調査

10 福岡市（福岡県）
博多港中央ふ頭地区におけるターミナル機能強化の検

討に係る調査
24 南房総市（千葉県） 官民連携による「道の駅の防災コンビニ化」検討調査

11
長崎市ほか（長
崎県）

「(仮称)長崎ＭＩＣＥセンター」整備可能性調査 25 白川村（岐阜県）
世界遺産合掌街道の防災・交通・観光・情報の総合拠
点づくり調査

12
いちき串木野市
（鹿児島県）

官民連携による下水汚泥・再生水の有効活用事業調
査

26 浜松市（静岡県） 西遠流域下水道事業調査

13 栃木市（栃木県） 太平山麓エリアの観光拠点まちづくり事業調査 27 泉大津市（大阪府） 下水道管路マネジメント手法検討調査

14 高岡市（富山県）
新高岡駅(仮称)周辺整備に係る複合開発及び包括マ
ネジメント事業調査

28 山口県
徳山下松港・宇部港における港湾運営のあり方検討事
業調査

15 高山市（岐阜県）
官民連携による山間地域の異種の道ネット整備･運営
事業調査

29 西予市（愛媛県） 西予市「はちのじ」まちづくり構想検討調査

16 静岡市（静岡県）
有度山アートヒル・エリアマネジメントシステム確立検
討調査

30 高知県
官民連携による地域の実情に即した津波避難のあり方
検討調査

17
名古屋市（愛知
県）

名古屋駅周辺地下公共空間整備に係る官民連携検討
調査

31 福岡市（福岡県）
官民連携による公有地の面的整備と都市機能強化に
係る調査

18
三重県市町総合

事務組合

公共施設インフラ管理地図・調書の共同整備・運営事

業調査

19
四條畷市（大阪
府）

有料道路及びスポーツ関連施設の包括マネジメント型
リニューアル検討調査

20 奈良市（奈良県） 上下水道一体での民間活用のあり方検討調査

21 宮崎市（宮崎県）
固定価格買取制度を利用した下水道再生可能エネル

ギー発電事業調査
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平成26年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（事業手法検討支援型） 平成27年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（事業手法検討支援型）

No. 実施主体 調査名 No 実施主体 調　　査　　名

1
ふじみ野市（埼玉

県）

旧福岡高校跡地活用に向けたマーケットサウンディング

調査
1 八戸市（青森県）

本八戸駅前通り再整備を核とした内丸地区にぎわい

創出事業調査

2 習志野市（千葉県）
ＰＰＰ／ＰＦＩによる施設の長寿命化と公園の一体的管理
事業調査

2 秋田県
空港間及び二次交通のネットワーク形成を活かした
官民連携手法調査

3 江東区（東京都） 豊洲埠頭内公園等管理運営事業に係る調査 3 府中市（東京都） 道路施設等包括管理検討調査

4 町田市（東京都）
都市公園を中心としたエリア開発による地域活性化事業
調査

4 三条市（新潟県） 地域維持型社会インフラ包括的民間委託検討調査

5 横浜市（神奈川県） 江田駅周辺モーダルミックス官民連携事業調査 5 上野原市（山梨県）
上野原市広域防災・交流拠点整備における官民連
携手法導入検討調査

6 富山県
北陸新幹線開業後の富山空港活性化のための官民連携
事業調査

6 大東市（大阪府）
大東スタイル実現のための官民連携事業可能性調
査

7 瑞穂市（岐阜県）
道の駅を中心とした障がい者向けコンパクトシティ整備事
業に係る可能性調査

7 御所市（奈良県）
道の駅を中心とした「広域観光拠点」整備に向けた
官民連携事業調査

8 白川村（岐阜県） 広域災害時の避難誘導手法に関する官民連携事業調査 8 宇部市（山口県）
上下水道事業と民営ガス事業の連携による包括的

管理運営スキームに係る調査

9 大津市（滋賀県）
下水道事業および水道事業におけるコンセッションを含め
た官民連携事業の有効性検討調査

9 北広島市（北海道）
北広島市総合運動公園等整備運営事業に係る官民
連携手法導入検討調査

10 四條畷市（大阪府）
四條畷市まちづくり長期計画（教育施設整備計画を含む）

事業化検討調査
10 弘前市（青森県） 官民連携による総合的な雪対策等検討調査

11 神戸市（兵庫県）
『神戸未来都市創造プロジェクト』を推進する都市高速ラ
ンプの有効活用スキームに関する調査

11 盛岡市（岩手県）
盛岡市動物公園の官民連携による再生活性化事業
調査

12 広島県 広島空港経営改革に関する検討調査 12 滝沢市（岩手県）
市道等維持管理業務のエリア区分による官民連携

手法検討調査

13 須崎市（高知県） 下水道施設の更新・包括的運営管理に係る検討調査 13 三浦市（神奈川県）
三浦市公共下水道事業におけるコンセッション方式
導入可能性調査

14 合志市（熊本県） 庁舎移転に関わる官民連携事業調査 14
富士河口湖町（山梨
県）

富士河口湖町観光振興・防災拠点整備に係る官民
連携手法導入検討調査

15 弘前市（青森県） 景観・観光資源の再生・利活用事業可能性調査 15
伊豆の国市（静岡
県）

官民連携事業の導入による下水道未普及地域の早
期解消に係る調査

16 つくば市（茨城県） 竹園地区における新たな地域拠点創出検討調査 16 府中町（広島県） 官民連携手法による防災拠点整備検討調査

17 成田市（千葉県）
エアポートシティ形成に係る大規模ＭＩＣＥ施設等事業化
検討調査

18 睦沢町（千葉県）
むつざわスマートウェルネス拠点（仮称）形成のための官
民連携手法検討調査

平成27年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（情報基盤整備支援型）　

19 かほく市（石川県） 水インフラ施設の拡張型民間委託の検討調査 No 実施主体 調　　査　　名

20 奈良県道路公社
官民連携事業をより効率的・安定的に推進するための実
践手法調査

1 旭川市（北海道） 旭川空港運営効率化情報整備調査

21 玉野市（岡山県）
公共施設等運営権を活用した公園施設整備等事業の事

業化検討調査
2 行方市（茨城県）

観光系施設の一体的更新・運営による広域観光整

備に向けた情報整備調査

22 美波町（徳島県）
PPP/PFIによる重点密集市街地改善事業の可能性等検
討調査

3 静岡県
富士山静岡空港における公共施設等運営事業関連
情報整備調査

23 長洲町（熊本県）
民間企業社宅を公営住宅として有効活用する官民連携
事業調査

4 広島県 広島空港運営権委託導入検討に係る情報整備調査

平成26年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（情報基盤整備支援型）　

No. 実施主体 調査名

1 帯広市（北海道） 帯広空港管理運営等検討調査

2 習志野市（千葉県） 下水道施設等へのPFI・PPP導入に向けた情報整備調査

3 中津川市（岐阜県）
官民連携による道の駅等収益施設の包括運営可能性調
査

4 浜松市（静岡県） 西遠流域下水道事業情報整備調査

5 香川県 高松空港運営権委託導入事業調査
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この 111 件を分野別、主体別に分類すると下表のとおりとなる。分野

としては、まちづくりの他、下水道、道路なども多くなっており、主

体としては、市区町村が多くを占めている。 

 

 
 

 

 

④震災復興官民連携支援事業（被災地方公共団体による調査への補助） 

東日本大震災からの復興に当たっては、民間の資金、経営能力、技術

的能力を最大限活用するための仕組みを導入することが有効との考えの

下、震災復興に係る官民連携事業の案件形成を促進することを目的とし

て、被災地の地方公共団体に対し、復興に資する官民連携事業の導入検

討に係る財政的支援を実施するものである。平成 24 年度（2012 年度）

から平成 27 年度（2015 年度）にかけて、計 51 件支援してきている。支

援事業は、下表のとおりである。なお、震災復興官民連携支援事業は、

平成 24 年度（2012 年度）に、「東日本大震災からの復興の基本方針」

（平成 23 年（2011 年 7 月）東日本大震災復興対策本部）を踏まえて、

「集中復興期間」（平成 23 年度から平成 27 年度までの５年間）に倣

い、５年間の時限の調査事業として創設したものであり、平成 28 年度

（2016 年度）で終了した。 
 

都道府県等 市区町村

道路 19 6 13

道の駅 7 - 7

下水道 19 - 19

まちづくり 20 3 17

駐車場等 6 - 6

住宅 2 - 2

公園 12 - 12

港湾 7 2 5

空港 13 11 2

観光 5 - 5

その他
（MICE、防災拠点等）

9 - 9

計 111

分野 件数

※複数の分野に跨るものについては、いずれの分野においてもカウント
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平成24年度 震災復興官民連携支援事業　補助金交付先 平成26年度 震災復興官民連携支援事業　補助金交付先

No. 実施主体 調査名 No. 実施主体 調査名

1 岩手県 災害公営住宅の敷地提案型の買取制度等に関する官民連携手法の検討調査 1 大槌町（岩手県） 地域住宅生産体制を活用する官民連携による災害公営住宅供給推進調査

2 遠野市（岩手県） コンビネーション型官民連携による後方支援拠点の整備手法調査 2 野田畑村（岩手県） 官民連携による道の駅整備運営事業調査

3 陸前高田市（岩手県） 官民連携によるまちづくり・公共施設整備運営事業調査 3 野田村（岩手県） 防災拠点施設の官民連携による整備・管理に係る調査

4 釜石市（岩手県） 釜石東部地区再生拠点整備事業調査 4 陸前高田市（岩手県） 運動公園周辺エリアにおける民間収益施設併設・活用手法検討調査

5 大槌町（岩手県） 官民連携による中心市街地の商業施設及び公営住宅の整備に関する調査 5 東松島市（宮城県） エリアマネジメントによる地域活性化まちづくり事業に係る調査

6 山田町（岩手県） 官民連携によるコミユニティ拠点整備事業等に係る調査 6 福島市（福島県） 官民連携による福島駅周辺まちづくり計画検討調査

7 田野畑村（岩手県） 地域特性を踏まえた官民連携による災害公営住宅の整備に係る検討調査 7 磐梯町（福島県） 地域に点在する集客交流拠点の官民連携による管理運営調査

8 気仙沼市（宮城県） 官民連携による小規模防災集団移転促進事業（気仙沼方式）実現化調査 8 板舘村（福島県） 飯舘村村内復興拠点エリア整備事業調査

9 東松島市（宮城県） 農を活かした健康と雇用の創出によるまちづくりプロジェクト調査 9 楢葉町（福島県） 官民連携による帰還後の町内拠点の形成推進調査

10 山元町（宮城県） 被災した沿岸地域の活用ニーズの把握と防災施設等における官民連携手法の検討調査 10 大熊町（福島県） 官民連携による復興拠点施設の整備・運営手法に関する調査

11 七ヶ浜町（宮城県） 花渕浜ハーバースクゥエアまちづくり事業に関する調査 11 独立行政法人都市再生機構 買い物弱者支援等に関する検討調査

12 南三陸町（宮城県） 再生可能エネルギー利活用事業における官民連携手法の検討調査

13 南三陸町（宮城県） 官民連携による地域生活交通維持改善事業調査

14 福島市（福島県） 小水力発電による土湯温泉町スマートコミニュティー事業調査

平成25年度 震災復興官民連携支援事業　補助金交付先 平成27年度 震災復興官民連携支援事業　補助金交付先

No. 実施主体 調査名 No. 実施主体 調査名

1 大槌町（岩手県） 市街地整備における官民連携による官民有林活用に関する調査 1 釜石市（岩手県） 官民連携スポーツ観光レクリエーションエリア整備運営等検討調査

2 山田町（岩手県） 震災復興型エリアマネジメント手法検討調査 2 遠野市（岩手県） 公的不動産を活用した官民連携リノベーショ ン・エリアマネジメントに係る調査

3 石巻市（宮城県） 防災・減災先端ＩＣＴセンター構想導入可能性検討調査 3 気仙沼市（宮城県） 編集的土地活用による官民連携街なか拠点創出に係る調査

4 松島町（宮城県） 官民連携による松島公園エリア等の面的再生等検討調査 4 浪江町（福島県） 生活支援サービスと連携した公営住宅等の整備・運営手法検討調査

5 広野町（福島県） 広野町再建に向けた復興まちづくり複合施設に関する検討調査 5 岩手県 被災者の住宅再建時における建設事業者の資金確保方策に関する調査

6 陸前高田市（岩手県） 官民連携による運動公園整備・運営手法検討調査 6 岩手県 フェリーターミナル拠点形成における官民連携導入可能性調査

7 遠野市（岩手県） 官民連携による複合的施設再配置・運営と防災・減災まちづくり調査 7 久慈市（岩手県） 被災市町村連携による広域道の駅整備可能性調査

8 気仙沼市（宮城県） 共同建替え事業等の地域・官民連携による都市基盤整備検討調査 8 雫石町（岩手県） まちづくり会社による町有地を活用した復興支援と移住コミュニティに係る調査

9 東松島市（宮城県） 官民連携による矢本パーキングエリア整備・運営検討調査 9 山田町（岩手県） 地域の住宅生産状況等を踏まえた災害公営住宅の供給に係る調査

10 名取市（宮城県） 官民連携による市民墓地公園の一体的整備・運営に関する検討調査 10 石巻市（宮城県） 防災マリーナ活用計画検討調査

11 福島県 官民連携による福島空港防災備蓄機能拡充に関する検討調査 11 多賀城市（宮城県） 官民・地域連携等によるインフラ施設の包括的管理検討調査

12 伊達市（福島県） 官民連携スキームを 活用した霊山高原ヘルス・ツーリズム構想の事業化検討調査 12 相馬市（福島県） 官民連携による東部地区被災跡地利用計画検討調査

13 磐梯町（福島県） 門前町の歴史を活かした集客交流拠点整備計画策定調査

14 大洗町（茨城県） 官民連携によるビーチ再生と安全対策及び運営業務実現可能性調査
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第３章 評価 

 
１．分析・評価 

（１）先導的官民連携支援事業の分析・評価 

官民連携政策課の施策は、第２章３．で示したとおりであるが、ここ

では、地方公共団体等の取組を直接支援する先導的官民連携支援事業に

焦点を絞って、分析・評価することとする。 

先導的官民連携支援事業については、平成 23 年度（2011 年度）から平

成 27 年度（2015 年度）まで、計 111 件の案件に対して支援を実施して

きた。 

「PPP/PFI 推進アクションプラン」においては、事業規模目標として 21

兆円が掲げられているところ、先導的官民連携支援事業として支援して

きた 111 件のうち 49 件が PPP/PFI 手法により事業化している。49 件の

うち、発注金額等が明らかとなっている 30 件について事業規模を概算

すると、計 1,481 億円となっている。 
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平成23年度 先導的官民連携支援事業 平成25年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先

No. 実施主体 調査名 No. 実施主体 調査名

1 府中市（東京都） 道路施設包括管理検討事業 1 倶知安町（北海道） 観光投資を呼び込む国際リゾート地形成推進検討調査

2 浜松市（静岡県）
公共下水道における包括的民間委託・公共施設等運
営権検討事業

2 弘前市（青森県）
下水道資源を活用した水素製造・販売・供給体制整備
検討調査

3 豊橋市（愛知県）
「持続的発展が可能な環境先進都市づくり」に貢献する

バイオガス(消化ガス)の精製・都市ガス導管注入事業
3 川越市（埼玉件） 川越駅西口新拠点形成官民連携手法検討調査

4 大阪府
民間事業者と連携した持続可能な泉北ニュータウン再
生手法検討事業

4 鎌倉市（神奈川県） 鎌倉市‘地域経営型PPP’検討調査

5 大阪市（大阪府）
大阪城公園パークマネジメント事業及び「もと市立博物
館」等の民間活用事業

5 大磯町（神奈川県）
大磯町における景観・観光資源の再生・利活用検討調
査

6 箕面市（大阪府）
箕面駅前第一駐車場・駐輪場再整備に係る官民連携
調査検討事業

6 長野県道路公社
新和田トンネル有料道路の維持改良の包括マネジメン
ト検討調査

7 奈良県道路公社 第二阪奈有料道路の維持管理の包括マネジメント 7
美濃加茂市（岐阜
県）

美濃加茂市かわまちづくり地域活性化官民連携手法検
討調査

8 阿南市（徳島県）
改正ＰＦＩ法に基づく公共施設等運営事業方式を採用す
る緊急避難施設兼ねた全天候型の屋内スポーツ施設
運営事業

8 下呂市（岐阜県） 森林・林業と連携した道路ネットワーク化検討調査

9
北九州市（福岡
県）

西豪州/北九州市間における下水処理水輸出事業 9 静岡県
富士山を繋ぐ道”楽しく使い・賢く守る”包括的マネジメ
ント検討調査

10 佐賀県 有明佐賀空港の民間運営委託検討調査 10 浜松市（静岡県）
浜松駅周辺公共施設に係る公共施設等運営事業の導
入可能性検討調査

11 長崎県 長崎港における埠頭運営会社検討事業 11 愛知県
道路整備特別措置法に基づく有料道路事業に関する
検討調査

12 名古屋市（愛知県） 久屋大通再生のための官民連携手法検討調査

平成24年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先 13 西尾市（愛知県） サービスプロバイダ方式のＰＦＩ実現可能性検討調査

No. 実施主体 調査名 14 滋賀県
県・市・民間連携による連鎖型観光・にぎわい機能整備
手法検討調査

1 青森県 青森空港における公共施設等運営権検討調査 15 大阪市（大阪府）
下水道管路における官民連携導入可能性に関する検
討調査

2 宮城県
仙台空港活性化・空港周辺地域開発に関する検討調
査

16 神戸市（兵庫県）
協創による神戸都心の地下公共空間有効活用検討調
査

3 古河市（茨城県）
古河鍛治町「まちなか蔵＋道路空間」創造的運営管理

事業調査
17 川西市（兵庫県） 低炭素型複合施設建設におけるPPP導入可能性調査

4 佐野市（栃木県） 佐野インランドポート事業計画等調査 18 境港管理組合 境港におけるみなとを核とした官民連携手法検討調査

5 川越市（埼玉県） 歴史的･文化的建築物の再生･利活用事業調査 19 下関市（山口県）
下関港における戦略的な港湾機能強化方策に関する
検討調査

6
鎌倉市（神奈川
県）

深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業民活手法検討調
査

20 香川県 高松空港運営権委託導入検討調査

7 静岡県 富士山静岡空港経営体制検討調査 21 北九州市（福岡県）
河川上部空間を活用した旦過市場の再整備に係る検

討調査

8 函南町（静岡県） 函南町地域活性化・交流・防災拠点整備事業調査 22 大牟田市（福岡県） 産業遺産を核とした交流拠点整備に関する検討調査

9 大阪府 自律的ＰＰＰ組織を活用したまち再生手法の検討調査 23 東川町（北海道） 官民連携による道路の観光資源化活用調査

10 福岡市（福岡県）
博多港中央ふ頭地区におけるターミナル機能強化の検
討に係る調査

24 南房総市（千葉県） 官民連携による「道の駅の防災コンビニ化」検討調査

11
長崎市ほか（長
崎県）

「(仮称)長崎ＭＩＣＥセンター」整備可能性調査 25 白川村（岐阜県）
世界遺産合掌街道の防災・交通・観光・情報の総合拠
点づくり調査

12
いちき串木野市

（鹿児島県）

官民連携による下水汚泥・再生水の有効活用事業調

査
26 浜松市（静岡県） 西遠流域下水道事業調査

13 栃木市（栃木県） 太平山麓エリアの観光拠点まちづくり事業調査 27 泉大津市（大阪府） 下水道管路マネジメント手法検討調査

14 高岡市（富山県）
新高岡駅(仮称)周辺整備に係る複合開発及び包括マ
ネジメント事業調査

28 山口県
徳山下松港・宇部港における港湾運営のあり方検討事
業調査

15 高山市（岐阜県）
官民連携による山間地域の異種の道ネット整備･運営
事業調査

29 西予市（愛媛県） 西予市「はちのじ」まちづくり構想検討調査

16 静岡市（静岡県）
有度山アートヒル・エリアマネジメントシステム確立検

討調査
30 高知県

官民連携による地域の実情に即した津波避難のあり方

検討調査

17
名古屋市（愛知
県）

名古屋駅周辺地下公共空間整備に係る官民連携検討
調査

31 福岡市（福岡県）
官民連携による公有地の面的整備と都市機能強化に
係る調査

18
三重県市町総合
事務組合

公共施設インフラ管理地図・調書の共同整備・運営事
業調査

19
四條畷市（大阪
府）

有料道路及びスポーツ関連施設の包括マネジメント型
リニューアル検討調査

20 奈良市（奈良県） 上下水道一体での民間活用のあり方検討調査

21 宮崎市（宮崎県）
固定価格買取制度を利用した下水道再生可能エネル

ギー発電事業調査
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平成26年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（事業手法検討支援型） 平成27年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（事業手法検討支援型）

No. 実施主体 調査名 No 実施主体 調　　査　　名

1
ふじみ野市（埼玉
県）

旧福岡高校跡地活用に向けたマーケットサウンディング
調査

1 八戸市（青森県）
本八戸駅前通り再整備を核とした内丸地区にぎわい
創出事業調査

2 習志野市（千葉県）
ＰＰＰ／ＰＦＩによる施設の長寿命化と公園の一体的管理
事業調査

2 秋田県
空港間及び二次交通のネットワーク形成を活かした
官民連携手法調査

3 江東区（東京都） 豊洲埠頭内公園等管理運営事業に係る調査 3 府中市（東京都） 道路施設等包括管理検討調査

4 町田市（東京都）
都市公園を中心としたエリア開発による地域活性化事業

調査
4 三条市（新潟県） 地域維持型社会インフラ包括的民間委託検討調査

5 横浜市（神奈川県） 江田駅周辺モーダルミックス官民連携事業調査 5 上野原市（山梨県）
上野原市広域防災・交流拠点整備における官民連
携手法導入検討調査

6 富山県
北陸新幹線開業後の富山空港活性化のための官民連携
事業調査

6 大東市（大阪府）
大東スタイル実現のための官民連携事業可能性調
査

7 瑞穂市（岐阜県）
道の駅を中心とした障がい者向けコンパクトシティ整備事
業に係る可能性調査

7 御所市（奈良県）
道の駅を中心とした「広域観光拠点」整備に向けた
官民連携事業調査

8 白川村（岐阜県） 広域災害時の避難誘導手法に関する官民連携事業調査 8 宇部市（山口県）
上下水道事業と民営ガス事業の連携による包括的

管理運営スキームに係る調査

9 大津市（滋賀県）
下水道事業および水道事業におけるコンセッションを含め
た官民連携事業の有効性検討調査

9 北広島市（北海道）
北広島市総合運動公園等整備運営事業に係る官民
連携手法導入検討調査

10 四條畷市（大阪府）
四條畷市まちづくり長期計画（教育施設整備計画を含む）
事業化検討調査

10 弘前市（青森県） 官民連携による総合的な雪対策等検討調査

11 神戸市（兵庫県）
『神戸未来都市創造プロジェクト』を推進する都市高速ラ
ンプの有効活用スキームに関する調査

11 盛岡市（岩手県）
盛岡市動物公園の官民連携による再生活性化事業
調査

12 広島県 広島空港経営改革に関する検討調査 12 滝沢市（岩手県）
市道等維持管理業務のエリア区分による官民連携

手法検討調査

13 須崎市（高知県） 下水道施設の更新・包括的運営管理に係る検討調査 13 三浦市（神奈川県）
三浦市公共下水道事業におけるコンセッション方式
導入可能性調査

14 合志市（熊本県） 庁舎移転に関わる官民連携事業調査 14
富士河口湖町（山梨
県）

富士河口湖町観光振興・防災拠点整備に係る官民
連携手法導入検討調査

15 弘前市（青森県） 景観・観光資源の再生・利活用事業可能性調査 15
伊豆の国市（静岡
県）

官民連携事業の導入による下水道未普及地域の早
期解消に係る調査

16 つくば市（茨城県） 竹園地区における新たな地域拠点創出検討調査 16 府中町（広島県） 官民連携手法による防災拠点整備検討調査

17 成田市（千葉県）
エアポートシティ形成に係る大規模ＭＩＣＥ施設等事業化

検討調査

18 睦沢町（千葉県）
むつざわスマートウェルネス拠点（仮称）形成のための官
民連携手法検討調査

平成27年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（情報基盤整備支援型）　

19 かほく市（石川県） 水インフラ施設の拡張型民間委託の検討調査 No 実施主体 調　　査　　名

20 奈良県道路公社
官民連携事業をより効率的・安定的に推進するための実
践手法調査

1 旭川市（北海道） 旭川空港運営効率化情報整備調査

21 玉野市（岡山県）
公共施設等運営権を活用した公園施設整備等事業の事

業化検討調査
2 行方市（茨城県）

観光系施設の一体的更新・運営による広域観光整

備に向けた情報整備調査

22 美波町（徳島県）
PPP/PFIによる重点密集市街地改善事業の可能性等検
討調査

3 静岡県
富士山静岡空港における公共施設等運営事業関連
情報整備調査

23 長洲町（熊本県）
民間企業社宅を公営住宅として有効活用する官民連携
事業調査

4 広島県 広島空港運営権委託導入検討に係る情報整備調査

平成26年度 先導的官民連携支援事業　補助金交付先（情報基盤整備支援型）　

No. 実施主体 調査名

1 帯広市（北海道） 帯広空港管理運営等検討調査

2 習志野市（千葉県） 下水道施設等へのPFI・PPP導入に向けた情報整備調査

3 中津川市（岐阜県）
官民連携による道の駅等収益施設の包括運営可能性調
査

4 浜松市（静岡県） 西遠流域下水道事業情報整備調査

5 香川県 高松空港運営権委託導入事業調査

※これまでの支援件数 111件

※PPP/PFI手法により事業化したもの 49件

※検討の初期段階の支援が多く、事業開始に至るまでに関係者間での調整等相応の時間を要することから、一定の期間経過後に事業着手となる
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分野別、主体別の事業化の状況については、以下のとおりである。特

定の分野において事業化しやすいといった傾向は見られないが、人口規

模が小さい地方公共団体ほど、事業化率が低い傾向が見られる。 

 

【分野別事業化件数】 

 
 

【年度別、分野別事業化件数】 

 

都道府県等

（うち事業化）

市区町村

（うち事業化）

道路 19(7) 6(3) 13(4)
道の駅 7(3) - 7(3)
下水道 19(8) - 19(8)

まちづくり 20(8) 3(1) 17(7)
駐車場等 6(4) - 6(4)

住宅 2(2) - 2(2)
公園 12(5) - 12(5)
港湾 7(5) 2(1) 5(4)
空港 13(4) 11(4) 2
観光 5(3) - 5(3)

その他
（MICE、防災拠点等）

9(2) - 9(3)

計 111(49)

分野
件数

（うち事業化）

※複数の分野に跨るものについては、いずれの分野においてもカウント

都道府県 市区町村 都道府県 市区町村 都道府県 市区町村 都道府県 市区町村 都道府県 市区町村

道路 2(2) 1(1) 1(1) 2 1 1 7(3) 3(2) 4(1) 4(2) 1 3(2) 4 - 4

道の駅 - - - 1(1) - 1(1) 1(1) - 1(1) 4(1) - 4(1) 1 - 1

下水道 3(2) - 3(2) 3(1) - 3(1) 4(2) - 4(2) 5(2) - 5(2) 4(1) - 4(1)

まちづくり 1 1 - 6(2) 1 5(2) 6(5) 1(1) 5(4) 5(1) - 5(1) 2 - 2

駐車場等 1(1) - 1(1) 1(1) - 1(1) 2(2) - 2(2) 1 - 1 1 - 1

住宅 - - - - - - - - - 2(2) - 2(2) - - -

公園 1(1) - 1(1) 1(1) - 1(1) 2(1) - 2(1) 4(2) - 4(2) 4 - 4

港湾 1(1) 1(1) - 2(2) - 2(2) 4(2) 1 3(2) - - - - - -

空港 1 1 - 3(2) 3(2) - 1(1) 1(1) - 4(1) 3(1) 1 4 3 1

観光 - - - 1(1) - 1(1) 2(1) - 2(1) 1(1) - 1(1) 1 - 1

その他
（MICE、防災拠点等）

1 - 1 2(1) - 2(1) 3(1) 1(1) 2(1) 1 - 1 2 - 2

計 11(7) 21(11) 31(19) 28(11) 20(1) 111(49)

分野 件数 件数 件数 件数 件数

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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【地方公共団体人口規模別事業化件数】 

 
 

先導的官民連携支援事業の目的の一つは、支援した地方公共団体等で

の案件形成を促進することであるが、先導的官民連携支援事業の支援先

の地方公共団体等を対象に、ヒアリング・アンケートを実施したところ、

事業化の成否にかかる要因について、以下の点が明らかとなった。（P.30

～32 参照） 

 

＜事業化したもの＞ 

・地方公共団体が地域の課題を明確に把握している 

・実現に向けたシナリオを有している 

＜事業化していないもの＞ 

・調査したものの事業性がなかった 

・複数の地方公共団体が関係している等、調整が難航している 

 

事業化につなげるためには、まずは、地方公共団体自身が自らの地域

の課題を把握するとともに、実現までのシナリオを有している必要があ

る。また、複数の地方公共団体が関係する等の案件については、先導的

官民連携支援事業実施後の事業化段階におけるフォローアップが必要

となる。 

具体的な分類及びヒアリング事項は以下の通りである。 

 

支援数 事業化 事業化率
5万人未満 22 8 36.4%
5～20万人 34 13 38.2%
20～50万人 16 8 50.0%
50～100万人 11 7 63.6%
100万人以上 28 13 46.4%

111 49 44.1%
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１．
先導的官民連携支援案件のうち
事業化されたもの

２．
先導的官民連携支援案件のうち
事業化されなかったもの

➀
官民連携手法で
事業化

➁
当初検討していた手法
と異なる形での事業化

➂
検討中・停滞

支援自治体等への
ヒアリング事項

補助の効果等
事業自体の効果
支援の改善点等
事業化までのプロセス

理由等
支援の改善点等

状況把握・理由・原因等
支援の改善点等
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主なヒアリング・アンケート結果は、以下のとおりであった。 

 

①官民連携手法で事業化 

■「持続発展が可能な環境先進都市づくり」に貢献するバイオガ

ス（消化ガス）の精製・都市ガス導管導入事業（豊橋市（愛知

県）） 

事
業
概
要 

下水汚泥処理システムに、し尿・浄化槽汚泥や生ごみ等

の未利用バイオマス資源を共同処理する嫌気性消化施設

（メタン発酵施設）を導入し、再生可能エネルギーである

バイオガスを発生させ、有効利活用を行う事業 

事
業
背
景 

施設の老朽化、未利用エネルギーの有効活用による環境

負荷低減の必要性など、地方公共団体としての問題意識が

あった中で、民間事業者からの提案があった。 

調
査
結
果 

VFM や地方公共団体・民間事業者双方のメリット・デメ

リットを整理した結果「サービス購入型+運営権型」「運

営権型」PFI の評価が高いと結論付けた。 

現
在
の
状
況
・ 

今
後
の
見
通
し 

新設する施設であること、産業廃棄物を扱う可能性も含

めた事業の性質などから、コンセッションはそぐわないと

判断し、サービス購入型・BTO 方式の PFI 事業として実施

することとした。 

平成 25 年（2013 年） 実施方針公表 

平成 26 年（2014 年） 事業契約締結 

平成 29 年（2017 年） 運営開始予定 

本
支
援
事
業
の 

効
果
・
課
題 

【効果】 

国の財政的支援により必要な調査を実施することがで

き、事業化の大きなきっかけとなった。結果として、VFM55%

を実現する PFI 事業を実施することができた。 

【課題】 

 （2 次募集であったため）調査期間が 9月から翌年 3月

と短かった。翌年度予算に予算を計上できるタイミングで

調査事業が決定し、調査期間が 4月～翌年 3月となること

が理想的。 
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②当初検討していた手法と異なる形での事業化 

■「博多港中央ふ頭地区におけるターミナル機能強化の検討に係

る調査（福岡市（福岡県）） 

事
業
概
要 

博多港中央ふ頭地区における港湾機能の強化及び旅客

船ターミナル（クルーズセンター）の増強やそれを核とし

たにぎわいづくり 

事
業
背
景 

アジアの経済発展に伴う中間所得層の拡大等により、ア

ジア地域におけるクルーズ需要は爆発的に拡大する様相

を呈しており、平成 24 年（2012 年）、福岡市の博多港で

は 10 万トンを超える大型クルーズ船が寄港し、外航クル

ーズ寄港回数は 91 回を数え日本一となっている。このよ

うな状況を踏まえ、クルーズセンターの整備を急遽検討す

る必要があった。 

調
査
結
果 

検討の結果、十分な VFM 等が見込まれなかったことに加

え、早期整備の要請が強かったことから、従来手法を含め

て最適な手法の検討を行うこととした。 

現
在
の
状
況
・ 

今
後
の
見
通
し 

クルーズセンターについては、市が自ら整備することと

し、平成 27 年（2015 年）より運営開始。平成 28 年度（2016

年度）からは指定管理者制度を導入。 

中央ふ頭全体の計画として、「ウォーターフロント地区

再整備構想」を策定。旅客船ターミナルビルの再整備、MICE

施設の整備・運営等についてコンセッションを含む内容で

検討中。 

本
支
援
事
業
の 

効
果
・
課
題 

【効果】 

急遽の検討が必要であったが、国の支援により十分な調

査を実施することができた。 

【課題】 

特になし 
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③検討中・停滞 

■「世界遺産合掌街道の防災・交通・観光・情報の総合拠点づくり

調査」（白川村（岐阜県）） 

事
業
概
要 

世界文化遺産合掌造り集落同士を繋ぐ合掌街道（国道

156 号、304 号）の「道の駅」や「JR 城端駅」など主要施

設間や沿線を対象に防災機能や交通機能、観光機能、情報

機能などについて、一元的に担う組織を白川村（岐阜県）、

南砺市（富山県）によって設置する。 

道路の維持、防災施設管理、防災情報管理、スポットに

おける通信設備・総合案内板等の管理、周遊ルートの設定

とシャトルバスの運行について包括的に民間事業者に委

託する。 

事
業
背
景 

世界文化遺産「白川郷」「五箇山」の合掌造り集落、自

然景観など国内外に誇れる文化遺産がある一方、雪崩や雨

量規制など通行規制が多い。白川村住民は、鉄道や病院利

用など生活圏が富山県側に多いことから、公共交通網の充

実が不可欠であった。白川村、南砺市の上位計画等でも公

共交通の充実と観光沿線としての活性化が重要な施策と

して位置付けられてきた。 

調
査
結
果 

本事業範囲が多岐に亘り、事業期間も長期となるため、

協議会がマネジメントや事業実施に係る権限を有する方

が望ましいこと等から、地方自治法に基づく法定協議会と

して設置し、同協議会が民間事業者に対して維持管理を包

括委託する。 

現
在
の
状
況
・ 

今
後
の
見
通
し 

岐阜県や富山県、南砺市や白川村と行政間を跨ぐため、

調整が進んでいない。 

また、需要に関しても見通しが不透明であることから、

交通事業者の参入可能性についても目途が立たない状況

である。 

本
支
援
事
業
の 

効
果
・
課
題 

【効果】 

国の支援により速やかに調査を実施することができた。 

【課題】 

支援後のフェーズにおいても国の支援があるとよい。 
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また、ヒアリング・アンケート結果を、先導的官民連携支援事業の効果

及び課題という観点から整理すると、以下のとおりとなる。 

 

＜効果＞ 

 PPP/PFI 事業の調査は、地方公共団体の調査予算としては大規模4で

あり、国の支援があることで、広範な調査ができるため、地方公共団

体の評価は全般的に高かった。 

・ 国の支援が呼び水となって、一般財源と合わせて必要な調査を実

施することができた。 

・ 国の支援があることで、庁内や関係機関との調整が迅速に進んだ。 

・ 調査の結果、事業性がないことが判明し、従来手法を選択するこ

とができた。 

＜課題＞ 

  交付手続の都合上、2次募集では十分な時間が取りにくい点や次年

度以降の調査費が確保困難という点が課題として挙げられた。 

 ・ 2 次募集では、調査期間が 9月頃～翌年 3月と短い。 

 ・ 翌年度以降は、地方公共団体の単費で進める必要があるが、予算

確保が難しく、支援が欲しい。 

 ・ 複数の行政機関が関係するため、その調整に時間を要している。 
 

（２）先導的官民連携支援事業の検討内容の有効活用 

先述のとおり、先導的官民連携支援事業は、支援した地方公共団体等

での案件形成を促進するとともに、今後 PPP/PFI 手法の導入を検討する

他の地方公共団体等のモデルとなることを目的とするものであり、横展

開が一つの目的となっている。そのため、地方公共団体等が PPP/PFI 事

業を検討する際に、過去実施された先導的官民連携支援事業の検討内容

を活用することができるよう、国土交通省の HP において公表している

他、地域プラットフォームにおいても先導的官民連携支援事業の存在・

内容の周知を図っている。先導的官民連携支援事業の他の地方公共団体

への横展開による事業規模を測ることは困難であるが、先導的官民連携

支援事業について地方公共団体及び民間事業者に対して実施したアン

ケート（N=509）等を踏まえると、効果及び課題について、以下のとおり

整理することができる。 

 

＜効果＞ 

アンケートによると「過去に実施された先導的官民連携支援事業の

                                                   
4 内閣府 HP にて、コンサルタント等の活用費用について、以下のとおり示されている。 
「具体的な費用は、導入可能性調査については、業務範囲に施設計画を含まない場合

で、400 万円～700 万円程度（先行事例による）のようです。事業者選定アドバイザリ

ー業務については、規模等にもよりますが、実施方針の策定から PFI 事業契約の締結ま

でで 2,000 万円～5,000 万円程度（先行事例による）のようです。」 
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検討内容を参考として事業を検討したことがある」と回答した者は 43

者（8.4%、N=509）であり、そのうち 9 者（1.8%、N=509）が「事業化

に至った」と回答している。割合としては少ないが、先導的官民連携

支援事業についてはこれまでに延べ約 3,000 件の資料の問合せが来て

いることなどから、これまで実施した先導的官民連携支援事業が一定

程度他の PPP/PFI 案件に活用されていると評価できる。 

 

＜課題＞ 

（１）で述べたとおり、これまで先導的官民連携支援事業として支

援してきた 111 件のうち PPP/PFI 手法により事業化したものは、49 件

となっているが、今後更に先導的官民連携支援事業の検討内容を幅広

く他の地方公共団体に横展開していくためには、まずは、横展開でき

るもの、すなわち PPP/PFI 手法による事業化件数を増やしていく必要

がある。 
 

また、アンケートでは、「先導的官民連携支援事業を知っている」

との回答は 75.0%（N=509）であったが、そのうち「過去に実施された

「先導的官民連携支援事業」の検討内容を参考として事業を検討した

ことがない」との回答が 88.7％（N=382）であった。 

その理由の内訳（N=339）は、以下のとおりであった。 

・先導的官民連携支援事業は知っていたが、調べなかった（25.1％） 

・調べたが、検討している事業に類似するものがなかった（37.2％） 

・類似するものはあったが、欲しい情報がなかった（4.1％） 

・その他（該当しそうな事業がなかった、検討まで至っていない、 

取組体制が整っていない、等）（33.6％） 

 

更に、国土交通省 HP のアクセス数を調査したところ、平成 25 年度

に直轄調査として実施した「官民連携事業の導入円滑化のための情報

整備方策等検討業務」により作成した「PPP/PFI 事業・推進方策 事例

集」が月間約 21 万アクセス（平成 28 年（2016 年）12 月）があるのに

対し、先導的官民連携支援事業の各事例については、月間 1 万 9 千ア

クセス（同月）に満たない状況となっている。先導的官民連携支援事

業の方が、直轄調査に比べ、事例の件数や新しさ、具体性において有

利な面があるにも関わらず、これだけの差が生じている。 

 

また、具体的に PPP/PFI 手法を検討するに当たってどのような情報

を必要としているのかアンケートしたところ、結果は以下のとおりで

あった。（N=509、複数回答可、パーセンテージは 509 に対しての値） 

・（複数手法の中で）なぜその手法を採用したか（63.1％） 

・事業を推進する上での課題に対して、どのように対応しているか 

（51.1％） 

・関連する事業主体の役割及びリスク分担をどのように決定したか 
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（46.6％） 

・どのように要因分析を実施したか（43.0％） 

・どのように定量評価を実施したか（35.6％） 

・事業の進捗状況はどうなっているか（14.9％） 

・その他（3.1％） 

 

以上の結果から、下記課題と対処法が考えられる。 
＜課題＞ 
・先導的官民連携支援事業について PPP 担当窓口課以外の部局の

認知度が低い。 
・先導的官民連携支援事業を参考にして、事業化にまでつながった 
事例が必ずしも多くない。 

・マッチングする事業分野・類型がなかった可能性がある。 
＜対処法＞ 
・先導的官民連携支援事業について、PPP 担当窓口課以外の部局に 
も周知を図る。 

・地方公共団体が事業を検討する際に実務上必要な情報や、事業化

につながるような情報を報告書に盛り込む。 
・先導的官民連携支援事業の事業分野・類型の幅を広げる。 
 
以上を踏まえ、今後、先導的官民連携事業を知ってもらうとともに、

地方公共団体や民間事業者が必要としている情報を分かりやすい形

で整理・提供していく必要がある。 
 

（３）その他の課題 

国土交通省が、全地方公共団体を対象に、平成 25 年（2013 年）10 月、

平成 28 年（2016 年）2月に実施したアンケート調査によると、PPP/PFI

を「以前から推進している」又は「今後推進する予定である」と回答し

た地方公共団体は 26%から 66%に増加しているが、「推進する具体的な予

定はない」と回答した地方公共団体が依然 28%存在している。PPP/PFI 推

進をしない理由としては、「ノウハウなし」（81%）、「必要性を感じて

いない」（40%）が大きな割合を占めており、実施上の課題としては、「公

共側の事務負担が大きい」（65%）、「事業化までに時間がかかる」（66%）

が大きな割合を占めている。 
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また、地域プラットフォーム等においては、官民連携が進まない要因

として、以下のことが指摘されている。 

＜地方公共団体が消極的な理由＞ 

・ 現行組織、職員配置、管理体制 

・ 専門家が少なく、リスクを敬遠する傾向から従来手法への執着 

・ 長期的視点に立った維持管理を軽視する傾向（老朽化に伴う大き

な事故が少ない） 

・ 資金調達金利の差 

・ リスク・責任が不明確（民間は住民サービスが未経験、災害時の

リスク分担、事業毎のガイドラインが必要） 

・ 議会、住民からの反発に対する懸念 

・ 大手企業が受託する先入観による地元企業からの反発を懸念 

・ 民間企業への履行評価が困難。 

＜民間企業が消極的な理由＞ 

・ 地方公共団体にノウハウが蓄積され、民間側に乏しい。 

・ 単独企業で受託が困難。（JV5で受託すると利益が分散） 

・ 価格決定権がない、コストダウンしか収益拡大要素がない。 

・ 案件形成に時間・費用を要し、先行投資が回収可能か不透明。 

・ 事業継続の中で契約変更が容易にできない。 

 

                                                   
5 JV：Joint Venture（共同企業体）の略 
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さらに、地域プラットフォーム自体の運用改善に向けた課題等は下記の通り

である。 

 

＜ブロックプラットフォームの運用の見直し＞ 

【問題意識】 

平成 27 年度（2015 年度）から取組が一巡して、総花的な情報提供にとどまら

ず、具体の案件形成に向けた実践的な取組を実施していく必要があるのではな

いか。 

【課題】 

①コアメンバー会議の構成員が当事者意識を醸成できるような仕掛けが必要。 

②地域ブロック毎の問題意識に対応するテーマを設定するとともに、課題別・

主体別に実践的な取組を企画・立案していくことが必要。 

 

＜地域プラットフォームの運用の見直し＞ 

【問題意識】 

①具体の案件形成を進めようという自治体からこれまで全く実績のない自治

体も存在するため、多様な支援が必要ではないか。 

②これまでは単独市町村の取組が中心であったが、自治体間の連携・競争を促

すため、都道府県又は複数自治体の連携による取組も必要ではないか。 

③また、地域に縛られず、特定のテーマ（PRE の活用等）に関心のある複数の

自治体が連携した取組も必要ではないか。 

④支援後も取組を継続させるための誘導が必要ではないか。 

【課題】 

①複数の支援類型を準備すると共に、複数自治体による応募、都道府県単位の

応募などの広域的な取組を支援するような仕組みが必要。＜問題意識①～③

に対応＞ 

②各自治体の庁内体制の整備が必要。＜問題意識④に対応＞ 
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２．課題の整理 

１．での分析・評価を踏まえて、主な課題を整理すると以下のようになる。 

官民連携の推進に係る課題については、国土交通省だけでなく、政府全体

の取り纏めである内閣府等とも連携して、取り組んでいく必要がある。 

政府全体で取り組むべき主な課題は、以下のとおり。 

①PPP/PFI のメリットに対する理解が不十分 

 ・ 地方公共団体において、従来の手法を敢えて変えることに対する動

機付けがない。 

②専門知識等が不足している 

・ PPP/PFI を実施するためには、官民対話、VFM 算定、リスク・責任の

分担、契約手続き、モニタリング等についての知見が必要となるが、

地方公共団体、地元企業ともにノウハウが不足している。 

・ 地方公共団体において、事業に興味を持つような民間事業者の当て

がない、人脈を有していない。 

・ 地方公共団体において、PPP/PFI で成立する事業条件の構築など市

場の分析ができない。 

③事務負担が大きい 

・ 従来方式に比べて必要な手続が多いため、地方公共団体の事務負担

が大きい（長期契約となるため、長期的には、むしろ事務負担が小さ

くなる可能性がある点に留意が必要。）。 

・ 先行事例に関する情報収集ができない。 

④住民、地元企業、議会への対応 

・ 住民がサービスの質の低下を懸念している。 

・ 地元企業が、事業参入機会が低下することを懸念している。 

・ 地元企業が参加しづらいと考慮して、PPP/PFI 事業の推進が理解さ

れない。 

⑤民間の優れたアイデアの募集と公平性・公正性の確保 

・地方公共団体は、民間事業者から有意義な提案がなされるよう、有意

義な提案をした民間事業者に対してインセンティブを与えたいが、公

共調達であるが故に、公平性・公正性の確保に留意する必要がある。 

・民間事業者にとっては、提案の負担が大きいにも関わらず、先の見通

しが立たないことが民間提案のボトルネックとなっている。 

 

官民連携政策課に特有の課題は、以下のとおり。 

⑥他の地方公共団体への横展開が不足 

・ 先導的官民連携支援事業の検討内容その他優良事例の横展開を図る

必要がある。 

⑦知識・ノウハウの整理が不足 

・ PPP/PFI 政策の企画立案に必要な知識を体系的に整理する必要があ

る。 

・ 優良事例や調査結果などこれまでに蓄積したノウハウを整理する 
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必要がある。 

⑧先導的官民連携支援事業のフォローアップ不足 

・ 先導的官民連携支援事業による支援後から事業化までのフォローア

ップを充実させる必要がある。 
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第４章 今後の方向性 

１．官民連携政策のあり方 

地域プラットフォーム等において指摘されている PPP/PFI 推進に係る課

題に対応するため、新たな取組として、先進自治体公務員の活用、マニュア

ル、ガイドによる普及啓発の強化、知識、事例等の体系的整理等に取り組む

必要がある。これらの取組の成果については、地域プラットフォーム（ブロ

ックプラットフォーム）等を活用して幅広い関係者への共有を図る必要があ

る。 

さらに、第３章で明らかとなった先導的官民連携支援事業の課題を踏まえ、

引き続きフォローアップの充実・強化を行うことで、その運用の改善を図る

とともに、地域プラットフォーム（ブロックプラットフォーム）も活用しつ

つ横展開の手法を効果的なものに改善していく必要がある。 

あわせて、地域プラットフォームについても、必要な運用改善を図ってい

く。 

上記で示された官民連携政策のあり方における課題について、政府全体で

PPP/PFIの推進に取り組む中で官民連携政策課が取り組むべき課題を再整理

すると、下表の通りとなる。 

 

 

  

先進自治体公務員
の活用

マニュアル・ガイド
の作成

知識、事例等
の体系的整理と関係者間で

の共有

先導的官民連携支援事業
の運用改善

PPP/PFIのメリットに対する理解が不十分 ○ ○ ○ ○

専門知識等が不足している ○ ○ ○ ○

事務負担が大きい ○ ○ ○ ○

住民、地元企業、議会への対応 ○ ○ ○

民間の優れたアイデアの募集と公平性の確保 ○ ○

他の地方公共団体への横展開が不足 ○ ○

知識・ノウハウの整理が不足 ○ ○ ○

先導的官民連携支援事業のフォローアップ
不足

○

地域プラットフォームにおける成果の共有と運用改善

対応の方向性

内閣府と連携 官民連携政策課

主
な
課
題

政
府
全
体

官
民
連

携
政
策
課
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２．官民連携政策課が主体的に取り組むべき具体的施策 

  具体的には、以下の施策に取り組む。 

 

①「地域サポーター制度」の創設・運用 

地域サポーター制度は、PPP/PFI 事業の経験が豊富で、ノウハウを有す

る先進自治体職員等をサポーターとして任命し、PPP/PFI 案件を形成しよ

うとする自治体や地域プラットフォームに派遣するものである。 

PPP/PFI 案件を形成しようとする地方公共団体の求めに応じて、サポー

ターから実体験に基づく助言を得ること、及び地域プラットフォームにお

いて PPP/PFI 事業の経験・ノウハウの提供を受けることで、案件化の促進

が図られることが期待される。 

平成 28 年度（2016 年度）は、試行的に実施しているところ、来年度か

ら試行を踏まえて本格運用する。 

 

②「PPP 事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド」

の策定・普及 

地方公共団体での公共調達における公平性・公正性を確保しつつ、有意

義な提案をした民間事業者に対してインセンティブを与えるため、有識者、

地域プラットフォームからの意見を踏まえつつ、平成 28 年度（2016 年度）

10 月に「PPP 事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガ

イド」を策定・公表した。来年度以降、地域プラットフォーム（ブロック

プラットフォーム）、研修等を通じて、普及啓発を図るとともに、必要に応

じて改訂を検討する。 

 

③知識、事例等の体系的整理と関係者間での共有 

  PFI 関係法令、税会計制度、契約制度など PPP/PFI 政策に携わる者とし

て必要な知識を体系的に整理し、地域プラットフォーム（ブロックプラッ

トフォーム）、研修等を活用して関係者間で共有を図る。 

  また、PPP/PFI に取り組もうとする地方公共団体職員が、これまでの事

例を効率的に情報収集できるよう、民間事業者とも連携しつつ、PPP/PFI

に関するデータベースを準備する。 

 

 

④先導的官民連携支援事業の横展開の強化 

   地方公共団体及び民間事業者に対して実施したアンケート調査を踏ま

え、1)地域プラットフォーム（ブロックプラットフォーム）、民間事業者

の HP、メールマガジン、各種セミナー、研修等を活用し、先導的官民連携

支援事業の周知活動を更に促進する、2)地方公共団体が事業を検討する際

に実務上必要な情報や事業化につながるような情報を報告書に盛り込む

とともに検索性の向上を図る。また、応募する地方公共団体が、地域の課

題を明確に把握しているか、課題解決に向けたシナリオを有しているかに

ついても確認する。 
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 ⑤先導的官民連携支援事業のフォローアップの充実・強化 

支援後においても、事業化に向けた支援を実施するため、支援を受ける

条件として、「実施体制の構築」、「事業の進捗状況等の報告」を交付要綱に

明記する。また、報告を踏まえ、ボトルネックが解消されるよう必要な助

言等を実施する。 

 

上記の施策を推進するにあたって重要な役割を果たすこととなる地域プ

ラットフォームについては、平成 29 年度（2017 年度）から、以下のとお

り、運用の改善を図る。 

【ブロックプラットフォーム】 

・運営を担うコアメンバー会議の構成員について、人口規模で機械的に

選出するのではなく、関心が高い産官学金の関係者から募るとともに

登録制とし、当事者意識を醸成する。 

・その上で、課題別・主体別の分科会や研修などターゲットを絞り、関心

のあるメンバーを集めた実践的な取組を実施する。 

【自治体単位の地域プラットフォーム】 

・多様な地方公共団体が存在することを踏まえ、また、地方公共団体間

の連携・競争を促す観点から、支援類型を 3 つに分類するとともに、

都道府県単位の応募など広域的な取組については優位評価する旨を明

示する。また、支援後も取組を継続させるため、支援要件として、庁内

の体制づくりを明記する。 

 
 

 

対応の方向性 官民連携政策課が主体的に取り組むべき具体的な施策

先進自治体公務員の活用 ①「地域サポーター制度」の創設・運用

マニュアル・ガイドの作成　 ②「PPP事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド」の策定・普及

知識、事例等の体系的整理と関係者間での共有 ③知識、事例等の体系的整理と関係者間での共有

先導的官民連携支援事業の運用改善 ④先導的官民連携支援事業の横展開の強化

⑤先導的官民連携支援事業のフォローアップの充実・強化

　　　　　　　　地域プラットフォームにおける成果の共有と運用改善

内閣府と連携

官民課


